
 

 
改善個所説明図 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不具合発生個所 

正規ディーラーより後付け部品として販売し、車体の側面最後部に取り付けられた反射器（リヤサイド

マーカー）の反射光の色が、車両の後方に白色で反射するため､保安基準に抵触する。 

 

 

改善の内容 

対象の全車両は、標準装備されていた赤色又は橙色の反射器に交換する。 

 

 

 

側面反射器（最後部） 
（リヤサイドマーカー） 

車体後面 


